
 

「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）の規制区域の指定に向けた

基礎調査結果の公表について 

  

「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）が令和 5年(2023年)5月 26

日に施行されたことに伴い、同法及び国が示した基本方針に基づき、新たな規制区域の

指定に向けた基礎調査を実施しましたので、その結果（規制区域の候補区域）を公表し

ます。 

 

基礎調査結果 

枚方市域において基礎調査を実施した結果、市域全域が「宅地造成等工事規制区域

※1」の候補区域となりました。なお、「特定盛土等規制区域※2」の候補区域はありま

せん。 

※1)市街地や集落、その他周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア 

※2)市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を

及ぼしうるエリア等 

 

規制区域の指定時期について 

令和６年(2024年)４月１日（予定） 

枚方市では基礎調査結果を基に、市域全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定

予定であり、当該区域の指定により同法の運用を開始する予定です。 

 

許可対象となる盛土等の規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方市都市整備部開発指導室審査指導課 

電話 072-841-1438 


